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令和４年６月定例会 防災・感染症対策特別委員会（事前）

令和４年６月13日（月）

〔委員会の概要〕

大塚委員長

ただいまから，防災・感染症対策特別委員会を開会いたします。（10時42分）

直ちに，議事に入ります。

本日の議題は，当委員会に係る付議事件の調査についてであります。

付議事件につきましては，お手元に御配付の議事次第のとおりであります。

まず，理事者において，説明又は報告すべき事項があれば，これを受けたいと思いま

す。

【説明事項】

○提出予定案件について（説明資料（その２））

【報告事項】

○新型コロナウイルス感染症への対応について（資料１）

○新型コロナウイルス感染症に係る各種施策の実施状況について（資料２）

○「徳島県国土強 靱化地域計画」の進捗状況について（資料３－１，資料３－２）
きょうじん

○「とくしま－０作戦」地震対策行動計画の進捗状況について（資料４－１，資料４－

２）

○新型コロナウイルス感染症の現状について（資料５）

○新型コロナウイルス感染症の影響拡大に係る県内企業への実態調査の結果について（資

料６）

○「徳島県事業継続応援金」の申請状況について（資料７）

○新型コロナウイルス感染症に係る農林水産業への影響について（資料８）

○二流水系「流域治水プロジェクト」の策定・公表について（資料９）

谷本政策監補兼危機管理環境部長

それでは，今定例会に提出を予定いたしております防災・感染症対策関係の案件につき

まして，防災・感染症対策特別委員会説明資料（その２）により，御説明を申し上げま

す。

私からは，歳入歳出予算の総括及び危機管理環境部関係について御説明を申し上げ，引

き続き各所管部局から御説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。

１ページを御覧ください。一般会計の総括でございます。補正予算額は，左から３列

目，補正額欄の最下段に記載のとおり，９億9,729万2,000円の補正をお願いしており，補

正後の予算額は，合計で706億218万5,000円となっております。財源につきましては，財

源内訳欄に記載のとおりでございます。

４ページを御覧ください。その他の議案等として，条例案を１件提出しております。ア

の徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例の一部を改正する条例に

令和４年６月13日（月） 防災・感染症対策特別委員会（事前）



- 2 -

ついてでございます。被災者の早期の生活再建に向け，被災者一人一人の異なる被災状況

や生活環境等に応じた一元的かつ柔軟な支援を可能とする災害ケースマネジメントの仕組

みづくりを推進するため，その理念と，県の果たすべき責務を盛り込んだ所要の改正を行

うものでございます。

５ページを御覧ください。令和３年度繰越明許費繰越計算書でございます。昨年度の２

月定例会におきまして，繰越しの御承認をいただいておりました事業につきまして，繰越

額が決定しましたので，御報告させていただきます。左から４列目翌年度繰越額欄の最下

段に記載のとおり，30億7,923万5,600円となっております。主なものといたしまして，危

機管理政策課所管の危機管理調整費，10億4,817万4,500円については，危機事象発生に備

えるための経費でございます。

また，とくしまゼロ作戦課所管の防災対策指導費，10億7,555万3,000円につきまして

は，大規模災害に備えた徳島東部防災拠点施設等改修事業や，震度情報ネットワークシス

テム再整備事業などでございます。これら事業につきましては，引き続き，早期執行に向

け取り組んでまいりますので，御理解を賜りますよう，よろしくお願いいたします。

危機管理環境部関係の提出予定案件の説明につきましては，以上でございます。

この際４点，御報告申し上げます。

資料１及び資料１別添１を御覧ください。新型コロナウイルス感染症への対応について

でございます。感染力の非常に強いオミクロン株による感染拡大第６波では，本県でも２

月23日に過去最多となる402名の新規感染者数を公表するなど，感染が拡大し，一時，と

くしまアラートをレベル２感染警戒後期まで引き上げたところでございますが，その後，

感染の波は緩やかなものとなり，３月28日以降は，レベル１感染観察を維持しておりま

す。

令和４年２月定例会の付託委員会で，御報告させていただいた以降の動きについて，ご

説明いたします。まず，３月17日，政府新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催さ

れ，記載の18都道府県に適用中のまん延防止等重点措置について，３月21日をもって終了

することが決定され，全面解除となりました。こうした中，本県においても，３月22日，

第75回徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し，１日当たりの新規感染者

数が68名と，56日振りに100名を下回るとともに，最大確保病床使用率，重症者用病床使

用率とも２週間連続でレベル２感染警戒後期の水準を下回るなど，着実に減少が続いてい

たことから，県専門家会議の御意見も踏まえ，とくしまアラートのレベル２感染警戒前期

への移行を決定いたしました。

その後，最大確保病床使用率も８日連続で20％を下回り，安定的にレベル２感染警戒前

期の水準を下回っていたことから，３月28日，第76回県対策本部会議を開催し，とくしま

アラートのレベル１感染観察への引下げを決定するとともに，新規予約の受付を停止して

おりました，みんなで！とくしま応援割の４月１日からの再開を決定いたしました。

また，４月29日からの大型連休を控え，引き続き高い警戒感を持って対策に取り組む必

要があったことから，４月22日，第77回県対策本部会議を開催し，各種無料検査の実施期

間の５月末までの延長や，高齢者施設等における職員の集中検査の実施などを決定いたし

ました。

その後，大型連休を迎え，県外から本県への人流は，ピーク日比較では約1.7倍となる
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など，大幅な増加を記録し，本県の新規感染者数が５月６日から４日連続で100名を上回

るなど，感染再拡大の兆候が見られたことから，５月10日，第78回県対策本部会議を開催

し，５月10日から22日までの間を大型連休明け感染拡大抑止期間と位置づけ，各種施設等

におけるクラスター発生時の封じ込め体制確保の要請，また，県主導のワクチン大規模集

団接種会場での平日夜間の接種日程の追加などを決定しました。

大型連休後の感染再拡大は，全国同様，本県においても緩やかなものにとどまった一

方，５月21日まで７日連続で新規クラスターが発生し，その多くが児童等利用施設や学校

及び高齢者施設に関連したものとなり，また，政府においても，６月１日以降，入国者数

の上限が引き上げられるなど，社会経済活動の回復に向けた取組に重点を移しつつあるた

め，本県においても，こうした動きに呼応し，引き続き，気を緩めることなく対策を講じ

る必要があることから，５月22日，第79回県対策本部会議を開催し，各種施設等における

更なる感染封じ込め対策の実施とともに，各種無料検査の実施期間の６月までの延長など

を決定いたしました。

６月に入り，２日公表の114名を除き，本県の新規感染者数は，連日100名を下回り，最

大確保病床使用率も10％未満で推移しておりますが，依然として児童等利用施設や学校等

を中心にクラスターが断続的に発生しております。

このため，今後も気を緩めることなく対策を講じつつ，アフターコロナを俯瞰し，感染
ふ か ん

リスクを避けながら社会経済活動の回復につなげられるよう，しっかりと取り組んでまい

ります。

続きまして，資料２を御覧ください。新型コロナウイルス感染症に係る各種施策の６月

９日時点の実施状況についてでございます。

１，帰省者等に対する事前ＰＣＲ検査の受検支援については，１万6,959名の検査を終

え，これまでに28名の陽性を確認しております。前回の委員会で御報告させていただいて

以降，新たに７名の陽性を確認しております。

次に，２，飲食店に対する抗原定性検査については，延べ1,255店舗からお申し込みを

頂き，コロナ対策三ツ星店は，580店舗となっております。

次に，資料３－１を御覧ください。徳島県国土強 靱化地域計画の進捗状況についてで
きょうじん

ございます。徳島県国土強 靱化地域計画は，大規模自然災害が発生しても，致命的な被
きょうじん

害を負わない強さと速やかに回復するしなやかさを持った県土の強 靱化を推進するため
きょうじん

の計画であります。

平成27年３月に計画を策定し，これまでに事前復興，ＳＤＧｓ及び新型コロナウイルス

感染症の対策などの新たな視点を反映させ，見直しを加えてきました。

令和３年度末の進捗状況につきましては，全取組数179件のうち，達成が55件，順調が

118件，要努力が６件となっております。その下に，令和３年度に要努力となっているも

の，新たに達成となったものを抜粋させていただいております。

次に，資料３－２を御覧ください。徳島県国土強 靱化地域計画の改定（案）について
きょうじん

でございます。

まず，１ページⅠ，取組の追加といたしまして，近年，全国各地でこれまでにない強風

や浸水による甚大な被害が発生していることを踏まえ，民間建築物の瓦屋根に係る耐風診

断耐風改修の促進，医療施設に対する浸水対策，非常用自家発電設備等の支援の取組を追
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加しております。

次に２ページから６ページにかけては，Ⅱ，重要業績指標の見直しでございます。

２ページ上段の防災士登録者数や空き家等の除却戸数など，７項目について目標の上方

修正などを行っております。

次に，資料４－１を御覧ください。「とくしま－０（ゼロ）作戦」地震対策行動計画の

進捗状況についてでございます。「とくしま－０（ゼロ）作戦」地震対策行動計画は，徳

島県国土強 靱化地域計画の部門計画として位置づけられるものであります。
きょうじん

令和３年度末の進捗状況につきましては，全取組数422件のうち，達成が65件，順調が

345件，要努力が12件となっております。その下に令和３年度に要努力となっているも

の，新たに達成となったものを抜粋させていただいております。要努力となりました主な

理由といたしましては，徳島県国土強 靱化地域計画の進捗状況とも共通しており，コロ
きょうじん

ナ禍の影響が長引く中，講座や啓発活動が十分に行えなかったことによります。

次に，資料４－２を御覧ください。「とくしま－０（ゼロ）作戦」地震対策行動計画改

定（案）についてでございます。

まず，取組の追加といたしまして，１ページから７ページにかけて徳島県復興指針に係

る事前復興の取組を着実に推進するため，重点項目に位置づけられた取組等を新たに28項

目追加させていただいております。

次に，７ページから８ページにかけては，重要業績指標の見直しであり，防災士登録者

数など６項目につき目標の上方修正を行っております。

以上，御説明させていただいた，徳島県国土強 靱化地域計画及び「とくしま－０（ゼ
きょうじん

ロ）作戦」地震対策行動計画の進捗状況や改定（案）につきましては，去る５月24日に開

催いたしました，学識経験者などの皆様で構成される推進委員会において御助言を頂いた

ところであり，さらに，今議会で，御論議いただいた上で，両計画については，本年７月

をめどに改定を行い，適切に進捗管理を図ってまいりたいと考えております。

報告事項は以上でございます。御審議のほど，よろしくお願いします。

森口保健福祉部長

６月定例会に提出予定の保健福祉部関係の案件につきまして，御説明いたします。

委員会説明資料（その２）の１ページを御覧ください。一般会計予算歳入歳出予算総括

表でございます。

補正額の欄の３段目に記載のとおり，合計で９億9,729万2,000円の増額補正をお願いし

ており，補正後の予算総額は，合計で241億7,333万5,000円となっております。財源につ

きましては，財源内訳欄に記載のとおりでございます。

２ページを御覧ください。部別主要事項説明でございます。各課の主な事業について，

御説明させていただきます。

まず，保健福祉政策課でございます。

保健所費の摘要欄①のア，保健師等感染症対応人材確保事業費は，新型コロナの感染拡

大時に保健所業務を支援するため，保健師等の人材バンクＩＨＥＡＴ（アイヒート）の更

なる充実を図る経費として，１億2,229万8,000円の増額をお願いするものです。

次に，医療政策課でございます。
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医務費の摘要欄①のア，（ア）感染管理認定看護師養成確保事業は，感染管理分野で高

度な知識・技術を有する感染管理認定看護師の養成・確保を図る経費として，1,410万円

の増額をお願いするものでございます。

次に，感染症対策課でございます。

予防費の摘要欄①のア，新型コロナウイルス検査・変異株サーベイランス体制強化事業

費は，今後の新たな変異株の早期探知を図るため，ウイルスのゲノム解析の実施能力を増

強するなどの経費として，８億6,089万4,000円の増額をお願いするものでございます。

６ページを御覧ください。令和３年度繰越明許費繰越計算書でございます。

最下段，左から３列目の翌年度繰越額欄に記載のとおり，合計で，34億6,500万2,650円

となっております。提出予定案件の説明は以上でございます。

続きまして，１点，御報告をさせていただきます。

資料５を御覧ください。新型コロナウイルス感染症の現状についてでございます。

１ページを御覧ください。陽性者数の推移でございますが，２月23日発表の１日当たり

402名をピークに減少傾向にあり，大型連休後に一時増加したものの，６月９日発表では

83名となっております。

２ページを御覧ください。陽性者数の年代別割合ですが，第５波と第６波を比較いたし

ますと，10歳未満の割合が増加しており，クラスターのカテゴリー別発生件数も，児童等

利用施設は３件から65件に増加し，発生したクラスターの３割となっております。

３ページを御覧ください。療養者数及び最大確保病床使用率の推移でございますが，５

月の大型連休以降の感染再拡大に伴いまして，療養者数につきましては，５月21日に，大

型連休以降では最多となる1,199名となったところです。また，最大確保病床使用率につ

きましても，５月17日に，大型連休以降では最も高い17.5パーセントに達したところでご

ざいますが，現在は，ともに低下傾向となっております。

４ページを御覧ください。ワクチンの接種状況でございます。全人口に対する３回目の

接種率でございますが，全国平均の59.8パーセントを2.5ポイント上回る62.3パーセント

と本県はなっております。

今後も，県医師会はじめ関係機関の皆様とともにワクチン接種の推進に取り組んでまい

ります。報告は以上でございます。御審議のほど，どうぞよろしくお願いいたします。

山川商工労働観光部副部長

商工労働観光部から今定例会に提出を予定しております案件につきまして，お手元の説

明資料（その２）に基づき，御説明いたします。

７ページを御覧ください。令和３年度繰越明許費繰越計算書でございます。昨年度の定

例会におきまして，繰越しの御承認を頂いておりました事業につきまして，左から４列

目，翌年度繰越額の欄に記載のとおり，２億8,100万円に確定したことを，御報告させて

いただきます。商工労働観光部におきまして，今定例会に提出を予定しております案件に

ついては，以上でございます。

続きまして，この際２点御報告させていただきます。

資料６を御覧ください。１点目でございますが，新型コロナウイルス感染症の影響拡大

に係る県内企業への実態調査の結果についてでございます。当部におきましては，新型コ
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ロナウイルス感染症の国内発生以降，継続して実施しております県内企業への実態調査に

ついて，御報告いたします。

今回の調査は，令和４年５月20日から５月31日までを実施期間といたしまして，御回答

を頂いた239者の状況を取りまとめさせていただいております。

まず，１ページ目の１の現在の景況感（前年同期比）につきましてですが，１行目の全

体では，青色の大幅改善と緑色の改善との回答が，オレンジ色の悪化または，ピンク色の

大幅悪化とほぼ同じ程度の割合となっておりますが，２行目の製造業におきましては，悪

化が改善を上回っており，５行目の観光関連事業者におきましては，前年同期よりは改善

しているとの回答を多くいただいております。

２の現在の景況感（コロナ禍前との比較）でございますが，全体でピンクとオレンジの

部分，約６割の事業者が，悪化または大幅悪化との回答となっており，特に，外出自粛等

の影響を受けやすい５行目の観光関連事業者の状況が厳しいところとなっております。

また，３の令和４年度の業況見通しにつきましては，全体では，ピンクの悪化，又は，

オレンジのやや悪化，そして，青の好転，又は，緑のやや好転は同程度の数字となってお

りますが，２行目の製造業においては悪化の見通しが強い一方，５行目，観光関連事業者

では，業況の回復を見通す事業者が多くなっております。

次に，２ページを御覧ください。４の経営に大きな影響を与えている要因につきまして

は，ａの原材料，資材価格上昇による費用の増加，ｃの燃料・エネルギー価格の上昇によ

る費用の増加の回答が半数を超えており，費用面の上昇が経営を圧迫している状況が伺わ

れるものとなっております。

次に多い回答は，ｄの消費の冷え込み，ｅの取引先企業からの発注の減少となってお

り，未だコロナ禍による需要の喪失が継続していることが伺える状況となっております。

次に，５の実施または予定している取組につきましては，ｇの増加コストの販売価格へ

の転嫁が最も多く，次いで，ｈの人材登用・人材育成の強化やｅのＤＸ，ｂの新事業展開

についての回答が多くなっております。

３ページからは，国・県等に期待する施策について御回答を頂いております。業種別・

従業員規模別にとりまとめておりますので，御参照くださいますようお願いいたします。

次に，２点目でございます。資料７を御覧ください。徳島県事業継続応援金の申請状況

についてでございます。

県内中小・小規模事業者の皆様の事業継続を支援する同応援金につきましては，申請期

限としていた５月31日までに，14,564件，38億3,877万6,000円の申請を受け付けさせてい

ただきました。資料，中ほどの表に，業種別の申請状況として，件数の多い順に取りまと

めさせていただいており，宿泊業，飲食サービス業をはじめ，建設業，卸・小売業など，

事業継続に取り組まれている幅広い業種の皆様から，多くの申請を頂いております。

これらの申請のうち，既に95パーセント以上が，給付済みとなっておりますが，今後と

も，適正な審査と迅速な給付に努めてまいります。説明及び報告事項については以上でご

ざいます。御審議のほど，どうぞよろしくお願いいたします。

平井農林水産部長

農林水産部関係の提出予定案件につきまして，御説明を申し上げます。
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委員会説明資料（その２）の８ページを御覧いただきたいと存じます。その他の議案等

といたしまして，令和３年度繰越明許費繰越計算書でございます。令和４年２月までの定

例会におきまして，翌年度繰越予定額を御承認いただいておりまして，この度，御承認い

ただいた額の範囲内で繰越額が確定いたしたところでございます。

８ぺージから10ページまでは，各課別の繰越明許費の状況を記載しているところでござ

います。

10ページを御覧いただきたいと存じます。合計８課の翌年度繰越額の合計額につきまし

ては，左から４列目，翌年度繰越額欄の最下段に記載のとおり，60億6,796万8,538円と

なっております。繰越されました事業につきましては，引き続き，早期の事業完了に向

け，取り組んでまいりますので，御理解賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。

17ページでございます。令和３年度事故繰越し繰越計算書でございます。スマート林業

課，生産基盤課，森林整備課の翌年度繰越額合計額につきましては，表中央の翌年度繰越

額欄の最下段に記載のとおり，１億6,441万9,700円となっております。

関係機関等との調整において，資材の調達が困難になったことや，計画に関する協議が

難航したことなどによりまして，やむを得ず繰越せざるを得なくなったものでございま

す。これらにつきましては，事業効果を早期に発現できますよう，早期完成に向けて，最

善の努力をしてまいりますので，御理解賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。提

出予定案件の説明は以上でございます。

この際，１点御報告させていただきたいと存じます。

新型コロナウイルス感染症に係る農林水産業への影響についてでございます。

資料８を御覧いただきたいと存じます。最初に，１，調査の概要といたしまして，新型

コロナウイルス感染症の拡大により，社会経済活動への影響が長期間に及んでいることを

踏まえ，前回，調査を行いました本年１月以降における本県の農林水産業に対する影響を

把握するため，県内196の農林漁業者及び関係団体に対して，聞き取り調査を実施いたし

たところでございます。

次に，２，分野別の主な状況につきましては，農林漁業者等の声をまとめております

が，以下，各項目は，特徴的な事項のみの御紹介とさせていただきたいと存じます。

まず，（１）農業の，１）売上げの状況につきましては，本年２月から４月期実績及び

５月期見込みのそれぞれの売上げ状況を，2020年同期及び2021年同期を比較した聞き取り

調査結果を記載しているところでございます。例えば，表下段の2021年同期比の欄を御覧

ください。売上げが減少したとの回答は，14から17パーセント，売上げが増加したとの回

答は，40から50パーセントでございました。

次に，２）個別の状況でございます。

まず，ハウススダチにつきましては，飲食店需要は回復基調であり，過去２年に比べ，

売上げは増加。しかし，加温のための燃油価格が上昇し，思ったほどの利益がないとのこ

とでございまして，４番目のカンショにつきましては，家庭消費の拡大や他産地の出荷量

減少などにより，需要・売り上げとも増加した状況でございました。

次に，３）今後の見通しについては，ハウススダチ，シンビジウム，ハウスキュウリ等

の施設園芸農家の皆様からは，需要や売上げは回復基調であるが，加温に必要な燃油の価

格が高止まりしており，次作の所得確保を危惧しているとの声を頂いておりまして，カン
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ショ，レタス，ネギ等の露地栽培農家の皆様からは，売上げは，新型コロナ以前まで回復

しているが，販売単価や肥料など生産資材の値上げの動向に注視しているとの声を頂戴し

ております。

続いて，２ページを御覧いただきたいと存じます。

まず，（２）畜産業の，１）売上げの状況の表下段，2021年同期比の欄を御覧くださ

い。売上げが減少したとの回答は，16から38パーセント，売上げが増加したとの回答は，

９から22パーセントでございました。

次に，２）個別の状況でございます。

肉用牛につきましては，３月以降の需要は若干回復したが，配合飼料価格の高騰によ

り，依然厳しい経営状況と伺っておりまして，阿波尾鶏を含む肉用鶏では，ブロイラーに

ついては，堅調であった家庭用需要に加え，飲食店などの業務用需要が回復。しかし，阿

波尾鶏などの高価格帯商品については，売上げが伸びていない状況と伺っております。ま

た，養豚では新型コロナの影響は感じないものの，配合飼料価格の高騰が経営を圧迫して

いるとのことでございました。

次に，３）今後の見通しにつきましては，全畜種で需要や価格は回復しつつあるが，配

合飼料価格の高騰により，今後の見通しが立たないとの声を頂戴しているところでござい

ます。

続いて，（３）水産業でございます。

まず，１）売上げの状況の表下段，2021年同期比の欄を御覧ください。売上げが減少し

たとの回答は，41から70パーセント，売上げが増加したとの回答は，12から18パーセント

でございました。

次に，２）個別の状況でございます。鮮魚につきましては，相場は新型コロナ以前に戻

りつつあるが，不漁続きであることに加え，燃油価格の高騰で所得が減少している状況。

スジアオノリにつきましても，水温などの影響で良質なノリを生産することができなかっ

た上，燃油価格等の高騰で所得が減少したとのことでございました。

３）今後の見通しについては，全種において，漁業用燃油価格の高騰など，新型コロナ

以外の要因により経営が一層厳しくなることを危惧しているとの声を頂戴しております。

続いて，３ページを御覧いただきたいと存じます。

（４）林業でございます。

まず，１）売上げの状況表の下段，2021年同期比の欄を御覧ください。売上げが減少し

たとの回答は，14から22パーセント，売上げが増加したとの回答は，44から53パーセント

でございました。

次に，２）個別の状況でございます。素材生産業者につきましては，スギ原木の価格

は，新型コロナ前を１割から２割程度超える水準で推移している状況。一方，製材業者に

つきましては，丸太の入荷が減少するなど，原材料不足により仕入れコストが増加し，所

得が減少したとのことでございました。

続いて，３）今後の見通しについてにつきましては，素材生産業者の皆様からは，原木

価格が高値で安定しているため増産したいが，人手不足である，林業従事者の高齢化も進

んでおり，今後の労働力の確保が課題であるとの声を頂いておりまして，製材業者，チッ

プ加工業者の皆様からは，原木不足に伴う価格の高騰により，生産コストが増加してお
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り，安定的な木材製品の供給や所得の減収を危惧しているとの声を頂戴しております。

以上がこの度の新型コロナウイルス感染症に係る農林水産業への影響についての調査結

果でございます。

この様に現状では，本県の農林水産業につきましては，一時的な需要や売上げの向上が

見られる分野がありますものの，新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長引く中，新た

に燃油，そして，配合飼料等の急騰もあり，依然として厳しい状況が続いていると認識し

ております。

今後とも，生産者の皆様の声を十分にお聞きしつつ，５月補正予算でお認めいただきま

した燃油価格高騰対策事業，そして，配合飼料高騰対策事業，林業のウッドショック緊急

対策事業の早期執行をはじめ，生産供給体制の支援・強化，そして，需要喚起及び販路の

開拓・拡大に向け，全力を挙げて取り組んでまいります。

報告事項は以上でございます。御審議のほど，よろしくお願い申し上げます。

徳永県土整備部副部長

続きまして，県土整備部関係の提出予定案件につきまして，御説明申し上げます。

委員会説明資料（その２）の11ページを御覧ください。令和３年度繰越明許費繰越計算

書でございます。

令和４年２月定例会におきまして，繰越予定額の御承認を頂いたところでございます。

その後も年度内の工事進捗に努め，それぞれお認めいただいた額の範囲内で，繰越額が確

定いたしました。このページから14ページにかけましては，一般会計における各課別の繰

越明許費の状況を記載しております。

14ページを御覧ください。道路整備課ほか，５課の合計額につきましては，表の左から

４列目の翌年度繰越額欄の最下段に記載のとおり，232億7,996万3,083円となっておりま

す。引き続き，早期執行に向けて取り組んでまいりますので，御理解を賜りますよう，よ

ろしくお願い申し上げます。

続きまして，18ページを御覧ください。

令和３年度事故繰越し繰越計算書でございます。このページから19ページにかけまして

は，一般会計における各課別の事故繰越しの状況を記載いたしております。

19ページを御覧ください。道路整備課ほか，４課の翌年度繰越額の合計は，表の最下

段，中ほどに記載しておりますとおり，59億1,200万6,501円となっております。

これら，事故繰越しにつきましては，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，関

係者との打合せや立会の延期による全体計画が遅延するなど，やむを得ず事故繰越しと

なったものなどが大きな要因でございます。事業効果を早期発現できますよう，早期完成

に努めてまいりますので，御理解を賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。以上

で，提出予定案件の説明を終わらせていただきます。

続きまして，１点，御報告させていただきます。

資料９を御覧ください。二級水系流域治水プロジェクトの策定・公表についてでござい

ます。

近年，気候変動に伴う異常気象により，全国各地で水災害が激甚化・頻発化しているこ

とを踏まえ，とくしま流域水管理計画をマスタープランとし，これまでの河川管理者が実
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施する治水対策に加え，その流域のあらゆる関係者が協働して，流域全体で水災害を軽減

させるための流域治水プロジェクトを策定し，推進しております。

県が管理する二級水系におきましては，昨年８月に策定しました，勝浦川水系など，17

水系に加え，５月末に残る22水系の流域治水プロジェクトを策定し，公表したところでご

ざいます。

今後，県下全ての水系において策定しました流域治水プロジェクトを着実に推進し，県

民の皆様が安全・安心を実感していただけるよう，しっかりと取り組んでまいります。

報告事項は以上でございます。御審議のほど，よろしくお願い申し上げます。

阿宮病院局副局長

それでは，病院局関係の提出予定案件につきまして，御説明申し上げます。委員会説明

資料（その２）の20ページを御覧ください。

令和３年度の徳島県病院事業会計予算繰越計算書でございます。地方公営企業法第26条

第１項の規定による建設改良費の繰越額でございますが，中央病院改築等事業といたしま

して，表の左から４列目翌年度繰越額の欄に記載のとおり，９億4,945万8,900円を繰越し

ております。

繰越しの内容につきましては，中央病院ＥＲ棟の新築工事におきまして，債務負担行為

による２か年にわたる工程の中で，契約額の一部を４年度に支出することによるもので

す。提出予定案件の説明は，以上でございます。

なお，病院局関係では報告事項はございません。よろしくお願い申し上げます。

教育委員会関係の案件につきまして，御説明申し上げます。

お手元の委員会説明資料（その２）の15ページを御覧ください。令和３年度繰越明許費

繰越計算書についてでございます。令和３年度から令和４年度への繰越明許費につきまし

ては，昨年９月定例県議会及び本年２月定例県議会におきまして，繰越予定額の御承認を

頂いておりましたが，今回，それぞれの繰越額が確定いたしましたので，御報告いたしま

す。

まず，教育政策課所管における中学校費学校管理運営費等４点におきまして，今回，計

１億9,205万円に確定したものでございます。

次に，施設整備課所管における高校施設整備事業費におきまして，今回，12億8,220万

5,000円に確定したものでございます。

続きまして，学校教育課所管における学校教育振興費におきまして，今回，3,643万円

に確定したものでございます。

続きまして，体育健康安全課所管における保健管理指導費におきまして，今回，6,100

万円に確定したものでございます。

以上，提出を予定いたしております案件の説明を終わらせていただきます。なお，報告

事項はございません。御審議のほど，どうぞよろしくお願い申し上げます。

谷口警察本部警備部長
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続きまして，警察本部関係の提出予定案件について，御説明申し上げます。

説明資料の16ページを御覧ください。令和３年度繰越明許費繰越計算書について御報告

いたします。

令和４年２月の定例会におきまして，翌年度繰越予定額を御承認いただきましたが，こ

の度，御承認いただいた額の範囲内で繰越額が確定いたしました。本ページの表につきま

しては，警察本部の繰越明許費の状況を記載しております。

繰越した事業につきましては，管理運営費として，警察業務のデジタル化に向けたデュ

アルディスプレイの導入事業，警察署整備事業費として，警察施設防災機能強化事業等，

一般警察活動費として，業務継続を目的としたＰＣＲ検査等の新型コロナ感染症対策事業

であります。

繰越額の合計につきましては，表の最下段の中ほどに記載のとおり，5,336万3,900円と

なります。繰越された事業につきましては，引き続き，早期執行に向け，取り組んでまい

ります。

警察本部関係は以上でございます。御審議のほど，よろしくお願い申し上げます。

大塚委員長

以上で説明等は終わりました。

これより質疑に入りますが，事前委員会における質疑につきましては，提出予定議案に

関連する質疑及び緊急を要する案件に限定するとの申合せがなされておりますので，御協

力をよろしくお願いいたします。

また，質疑時間につきましては，委員一人当たり１日につき答弁を含めおおむね40分と

し，委員全員が質疑を終わってなお時間がある場合，または重要案件については，委員長

の判断で弾力的な運用を行うこととする申合せがなされておりますので，議事進行につき

御配慮のほどよろしくお願いいたします。

それでは質疑をどうぞ。

山西委員

私からは１点だけお尋ねをいたします。

今定例会補正予算として提出をされております新型コロナウイルス検査・変異株サーベ

イランス体制強化事業について，今回，予算が計上されているところでございます。この

事業について，概要をまず御説明いただけますでしょうか。

梅田感染症対策課長

ただいま山西委員から，今回提出させていただいております新型コロナウイルス検査・

変異株サーベイランス体制強化事業の概要について御質問がございました。

この事業についてでございますけれども，本年に入りまして感染急拡大をもたらしまし

たオミクロン株による第６波での経験を踏まえまして，大きく二つの柱から構成されてお

ります。

まず一つ目の柱でございますけども，新型コロナウイルスにつきましては約１週間で１

か所程度の速度で変異すると言われております。こういったことから，今後も新たな変異
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株や変異株の派生型，ＢＡ．２であったりとかＢＡ．４といったものを派生型と言います

が，それと組換え体，これＸＥなんてございますけど，そういった新たな変異株出現に対

しまして，早期対策が求められていることから，検査体制の増強によります変異株サーベ

イランス体制の充実・強化を図る事業でございます。

あともう一つでございます。こちらにつきましては，想定を超えます多くの陽性者が確

認されました第６波での経験を踏まえまして，陽性の方であったりとか濃厚接触者の方に

対します適切かつ良質な医療の提供に係る事業となっておりまして，この２本柱で，８億

6,089万4,000円の増額をお願いしているものでございます。

山西委員

２本柱であるという御説明でございましたけど，この２本柱についてもう少しお伺いを

していきたいと思います。

やっぱり速いスピードでウイルスが変異していくということが予想される状況でありま

すから，ゲノム解析が可能で検体を増やしていくということがこれから非常に重要になっ

てくるというふうに思います。このゲノム解析が可能な検体を増やしていくために，どの

ように今後強化していくのか，具体的にどれぐらいの検査できる検体数が増えていくのか

ということを，もしお示しできるのであれば御答弁いただきたいのが一つ。

それから，行政検査については，現在，濃厚接触者に指定をされると，基本的には保健

所に行って保健所で検査をして結果を通知するというような方式がとられておりますけれ

ども，やはり一旦，行政検査の場合はそれぞれの最寄りの保健所に行かないといけないと

いうことがありますので，濃厚接触者に認定された方がより迅速に検査を受けて結果を早

く知らせるということがこれから重要だと。そこで，どういうふうにこれからこの点構築

をしていくのか，もう少し詳細に御答弁いただければと思います。

梅田感染症対策課長

ただいま山西委員から二つの事業の詳細について御質問いただきました。

まず１点目の，検査体制の強化，変異株サーベイランス体制の充実につきましては，現

在保健製薬環境センターにおきまして，次世代シーケンサーを用いまして実施しているゲ

ノム解析でございますけれども，そのゲノム解析に係る工程の一部の自動化を行うことに

よりまして効率化を図りまして，これまでの週最大24検体から約２倍となります週最大48

検体のゲノム解析を実施する，倍増させるということと，あとさらに，これまで保健製薬

環境センターにおいてのみ実施しておりましたゲノム解析を，民間の検査機関に週最大33

検体委託することによりまして，これまで24検体だったんですけれども，3.3倍となりま

す週最大80検体の検査体制を確保することとしております。

あと，二つ目の適切かつ良質な医療の提供に係る事業についてでございますけども，こ

ちらにつきましては，やはりオミクロン株による第６波の経験を踏まえてということで，

先ほど委員からお話がありましたように，濃厚接触者と認定された方の多くは保健所にお

きまして検査を受けていたんですが，実はそれをさらに身近な医療機関ですぐに検査を受

けていただけるということで，診療・検査協力医療機関に濃厚接触者のＰＣＲ検査を一部

委託いたしまして，受検の場を増やすということで，実は，令和３年10月臨時会で補正予
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算事業として計上させていただいたところでございますが，約4,500件ほど検査がござい

まして，濃厚接触者の方が非常に迅速に身近な所で検査を受けられるといったことがござ

いますので，もし今後，第６波と同じような形で感染拡大した場合，より迅速に行えるよ

うにということで，このたび補正予算として計上させていただくものでございます。

あと，加えまして，良質な医療の提供ということで行政検査の公費負担であったりと

か，感染が確認された方に安心して適切な医療を受けていただくために，入院であったり

とか宿泊療養に係る医療費の増額のほか，第６波で主流となりました自宅療養に関わりま

すサポート医，サポート薬局などの医療費の増額を図る事業，この２つの事業となってお

ります。

山西委員

よく分かりました。ゲノム解析については大体能力を倍増させるという方針を示してい

ただいて，具体的な数字も示していただいたところであります。これはもう率直に評価を

したいと思いますし，やはりこれから，先ほど濃厚接触者の検査の御答弁いただきました

けれども，いかに迅速に対応していけるかということがポイントになってこようかと思い

ますので，先手先手の対策をお願いしたいと思います。

最後にもう１点お尋ねをしたいと思いますが，先ほどの御答弁で，ゲノム解析の体制を

強化するということでございましたけれども，新型コロナウイルスの水際対策が６月１日

から国のほうで緩和をされ，６月10日から外国人観光客の受入れも再開をされてきている

というところであります。一方で，やはりこの変異のスピードが速いということを懸念さ

れているところでございまして，今後，発生が予想されるＢＡ．４あるいはＢＡ．５，さ

らにはＸＥなど，変異株はどんどん検出をされることが懸念されるところなんですね。そ

こで，今回のこのゲノム解析の装置を入れることで，そういった新たな変異株にもしっか

り対応できていくのかどうか，その点確認をしたいと思います。

梅田感染症対策課長

ただいま山西委員から新たな変異株に対して，今回強化することによって検査が可能か

どうかという御質問を頂きました。

変異株のゲノム解析でございますけれども，全ての遺伝子配列の変異部分を確認するこ

とによりまして変異株の確定を行うものでございまして，現在，国内でも確認されており

ますＢＡ．４，ＢＡ．５，ＸＥなどの変異株の検出というのは，今現在でも保健製薬環境

センターにおいては可能となっております。今後とも新たな変異株の早期探知に努めまし

て，変異株の早期封じ込めをしっかりと行ってまいりたいと考えております。

山西委員

よく分かりました。新たな変異株にも対応可能ということでございますので，できるだ

け早く体制強化を図っていただきたいと思います。

変異株も変異のたびに遺伝子配列もより複雑になってくるというふうにも言われており

ます。新たな変異株の出現に備えて，是非検査体制を強化して早期探知に努めていただき

たいというふうに思いますし，やはり県民の皆様に，より正しく恐れる方法をしっかりと



- 14 -

令和４年６月13日（月） 防災・感染症対策特別委員会（事前）

これから示していくということが重要になってこようかと思いますので，この変異株の動

向についてもしっかりと体制強化を図っていただくようにお願いをして，質問を終わりた

いと思います。

梶原委員

まずはコロナ禍が長引く中で，様々な現場で対応していただいていることに感謝申し上

げます。本当にありがとうございます。

私からは，今回上がっております感染症対応人材確保対策の強化ということで，保健師

等の感染症対応人材確保事業についてお伺いさせていただきたいと思います。

これは私も昨年の11月議会の一般質問で，保健師さんとか看護師，助産師のＯＢの活用

をしっかり図って，保健所の機能強化をしっかりしていただきたいということの訴えをさ

せていただきましたけれども，今回のもう既にスタートされてますこのＩＨＥＡＴ，こち

らのほうに登録されている潜在保健師の皆様の現在の登録状況について教えていただきた

いと思います。

福良保健福祉政策課長

梶原委員から保健師等感染症対応人材確保事業について，現在のＩＨＥＡＴへの登録の

状況についての御質問でございます。

この事業につきましては，当初予算でまずは研修して保健師等を派遣することになって

おるんですが，現在の登録者数につきましては125名となっておるところでございます。

梶原委員

分かりました。これは125名ということなんですが，長らく現場から離れられて，

ちょっと感覚がまだまだ分からないという方もおられるかと思うんですが，そうした方々

のスキルアップ，それはどのように図られているのか教えていただきたいと思います。

福良保健福祉政策課長

梶原委員から派遣される保健師の研修についての御質問でございます。

まず，今回の予算の中に，感染症に対する保健師の養成費用がございます。これにつき

ましては，まず座学としまして感染症に関する研修，あと実際にＰＰＥ（個人防護具）と

かを着るときの指導等の実技の研修，この２点をするようになっております。

梶原委員

分かりました。不安を抱えられながらカムバックされる方もおられると思いますので，

その辺はしっかりとフォローアップをしていただければと思います。

今回，この研修を受けた保健師さんを保健所へ派遣ということで書いてありますけれど

も，これは県内の６か所の保健所にどういうふうに配置していくのかを教えていただきた

いと思います。

福良保健福祉政策課長
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ＩＨＥＡＴの保健師を６保健所にどのように派遣するかという御質問でございます。

ＩＨＥＡＴに登録している保健師の派遣につきましては，県の看護協会のほうへ委託し

ておりまして，県のほうで必要な人員をそれぞれ調整しながら派遣するような形を取って

おります。

梶原委員

分かりました。これは派遣期間の定めというのはあるんでしょうか。

福良保健福祉政策課長

期間の定めについての御質問でございますが，そのあたり派遣される保健師であったり

とか感染状況に合わせて定めておりまして，固定した期間というのはございません。

梶原委員

分かりました。保健所にかかわらず様々な病院関係の方にやっぱり看護師さんの不足と

いうのは非常に深刻な問題らしいですので，またこうしたＯＢの方も活用と人材確保を今

後もしっかりと図っていっていただいて，今現在125名ということですけれども，まだま

だ増える可能性もあると思いますので，しっかりと取り組んでいただけたらと思いますの

で，よろしくお願いいたします。

西沢委員

「とくしま－０（ゼロ）作戦」地震対策行動計画の進捗状況の中の２ページ，被災時の

避難路の確保，老朽危険建築物（空き家等）除却戸数，あと累計，令和３年度が2,014

戸，今年の目標が1,600戸，これもうちょっと詳しく教えてください。

早澤建築指導室長

西沢委員から老朽危険空き家の状況についての御質問かと思います。

老朽危険空き家につきましては，現在，除却につきまして平成25年度から除却支援をし

ております。要件としましては，まず老朽度，家の危険度が高いということと，その家が

道路を閉塞するということをもって支援の対象としております。

補助率につきましては５分の４となっており，国が５分の２，県，市町村合わせて５分

の１で，限度額が80万円となっております。これまで平成25年度から令和３年度末の実績

につきましては，累計で2,014件となっております。

西沢委員

まず古くなった家，壊すときには条件がありますよね。その条件とこの避難道路の確保

のための条件というのは違うんですか。

早澤建築指導室長

避難道路の要件についての御質問ですが，基本，市町村が地域防災計画等で避難路と指

定したものについて除却を優先して進めるということで支援をしております。
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西沢委員

ほかのところの老朽化とは条件が違いますよね。優先順位が高いんかなということを思

うんだけれど，避難路やから。ということは，避難路にどのぐらい危険なものがあるかと

いうのは当然調べておるんでしょうね。目標は目標でも何年度でこんだけ，何年度でこん

だけと目標は立てていくんでしょうけれども，目標そのものがちょっと私もよく分からな

いんですけれども，全体のどのぐらいの戸数があって全体の進捗はどのぐらいになって

いってるのかこれで分からないのですけれども。

早澤建築指導室長

西沢委員から全体数の把握についての御質問ですが，現在のところ，全体数は具体的な

数字としては把握はしておりませんが，老朽危険空き家として，利用予定のない空き家が

優先度が高いということで，平成30年度現在で３万9,300戸という戸数が県内で把握でき

ております。

西沢委員

３万9,000なんぼの中でというんではかなりスピード的には遅いような気がしますよ

ね。老朽化したものを壊すというのは全体の目標戸数があって，その中からこの道路の避

難道路分が入ってくるということなんですか。それとも避難道路は避難道路で別枠で確保

するために予算関係をつけているのですか。この全体の老朽化の建物を壊すという中から

避難道路の戸数がまだ入ってきているのか，別枠で避難道路のところはのけるんだという

こと，古いやつはのけるんだという，どっちなんですかね。

早澤建築指導室長

西沢委員から補助対象が別枠かどうかということの御質問かと思いますが，基本，補助

対象を市町村が避難路であるとか市町村分を各自で指定しておりますので，そこに対して

の老朽度が高い建築物について除却を支援していくという状況でございます。

西沢委員

一応別枠というような感じですね。避難道路の危ないところを取り除くということでい

いですね。

早澤建築指導室長

補助の対象につきましては，そういう市町村が地域防災計画等で定める避難路，あるい

は市町村道を優先して除却を進めているという状況でございます。

西沢委員

その目標はどういうふうに決めたのかなと思うわけですよ。例えば10年間の中でもう全

部やってしまうとか，全ては把握してないけど把握に努めることは当然ですけれども，そ

の中でどのぐらいの目標で全体的なものを危ないところ，避難せないかんところで危ない
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ものがあったらのけないかんから，その全体計画の中でどのぐらいの年数で対象物は除い

ていくという，こういう計画はないんですか。１年１年で計画を立てていくだけなんです

か。

早澤建築指導室長

当面の長いスパンでの計画数というのは具体的には目標は今のところは定めておりませ

んが，これまで平成25年度からこの支援事業をやっており，各市町村ごとの実績を踏まえ

予算を計上し，毎年除却を進めている状況でございます。

西沢委員

各市町村が独自で計画を立てるんでしょうけれども，県の目標としては例えば10年間と

か15年間ぐらいの中で危ないところは取り除いていくと。何かこういう県の計画はもう

作ったほうがええんかなと思うんですよね。それと，そのとおりいかないからとか，いけ

るかどうかは分からんけど，やっぱり一応目標を目指してやっていくという中での，県が

全体的な目標を立てて，これに沿ってできるだけ頑張ってほしいという形のものもいるん

じゃないですかね。一年一年ではよく分からないですね。いつまでに全体をどうにかしよ

ういうような目標もいるんじゃないですかね。そのために国の方にも予算確保をお願いす

るとかね。大きな地震が起こって避難場所が，例えば学校の避難通路の中でそんなものは

ないわ，だから避難通路の中でも特に重要なところもありますよね。そういうところは特

に早めにするとか。そういうところは５年とか，早く取り除くようにしたい。そういう場

所的なものもあるとは思いますけれども，もっと長期的なというか全体計画の中での取り

除く計画を求めてやったらええんちゃうかなと思うんですよ。そのためにはどこが通路と

して，避難通路の中でも特に重要性のランク付けなんかも必要かも分かりません。もう

ちょっとこういう具体的に全体目標の中で対策を練ってやったらどうかなと思うんですけ

どね。いかがですかね。

早澤建築指導室長

西沢委員から長期的な視点に向けての計画ということですが，まずは地域ごとにいろい

ろ状況もございますので，地域の声を聞きながら市町村とも連携しながら除却戸数等々を

今後検討してまいりたいと考えております。

西沢委員

これで終わりますけれども，市町村が担当だから市町村に全部お任せじゃなくて総合的

な大きな計画の中ではやっぱり県のほうもこういうふうなことで進めてほしいという思い

の中で計画に参入してくるということも必要なのかなと思います。よろしくお願いして終

わります。

大塚委員長

ほかに質疑はございませんか。

（「なし」と言う者あり）
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それでは，以上で質疑を終わります。

これをもって，防災・感染症対策特別委員会を閉会いたします。（11時48分）


